
第２章 基本目標と望ましい環境像 

この章では、第２次計画の基本目標と望ましい環境像、環境目標

を示しています。 

第１章 計画の基本的事項 

５ 第１次計画の見直しにあたっての主要課題        
「環境に関する社会的動向」を踏まえ、「瑞穂町の概況」や「第１次計画の

進捗状況」から導いた第２次計画策定にあたっての主要課題は、次に示すと

おりです。 

 

① 瑞穂町における環境保全をすすめるためには、狭山丘陵をはじめとした

緑豊かな自然環境や今に受け継がれている郷土の歴史・文化財を町の“環

境資源”として活かしていくことが重要です。それには、町に関わる多

くの人が、世代や立場の壁を越えて協力し合う「自立と協働」のまちづ

くりを実現していくための、ひとつの道しるべとして策定した「協働宣

言」（平成 26 年 10 月）を尊重し、町、町民及び事業者が環境保全の取組

を実践していくことが大切です。 

② 平成 27 年 12 月のＣＯＰ21 でのパリ協定の採択を受けて、国では、日本

の温室効果ガスの排出削減・吸収量の確保を目指す「日本の約束草案」

（国内の排出削減・吸収量の確保により、平成 42〔2030〕年度に平成 25

〔2013〕年度比 26.0％減）の着実な実行をはかるため、「地球温暖化対

策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月９日法律第 117 号）」を改正し、

平成 28 年５月に「地球温暖化対策計画」を策定しました。東京都では、

「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月）における政策の柱に「低炭素・

快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市の実現」を掲げ、環境・

エネルギー施策を積極的に展開しています。瑞穂町においても、今後、

気候変動の進行に伴う人の健康や生活環境などへの影響の深刻化が懸念

されるため、地球温暖化対策の推進にあたり、温室効果ガスの排出抑制

等を行う「緩和策」とともに、既に起こりつつある気候変動への影響へ

の「適応策」を両輪として取り組んでいくことが求められています。 

③ 国の「第５次環境基本計画」（平成 30 年４月）で、特定の施策が複数の

異なる課題を統合的に解決する視点（環境・経済・社会の統合的向上、

ＳＤＧｓの考え方の活用）が重視されています。瑞穂町においては、近

年の社会情勢を踏まえ、人口減少、超高齢社会に対応するとともに、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会

を維持していくことが必要です。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

１ 基本目標と望ましい環境像               
第２次計画では、環境基本条例を踏まえて基本目標として、「自然とふれあ

い、安心して暮らせるまち みずほ」を掲げ、基本目標を具体化していくた

め、５つの望ましい環境像を設定します。 

 

＜基本目標＞ 

 

 

 

 

＜望ましい環境像＞ 

 

 

  
① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 

② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち 

③ きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち 

④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 

⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

自然とふれあい、安心して暮らせるまち みずほ 

第２章 基本目標と望ましい環境像 

２ 望ましい環境像と環境目標               
５つの望ましい環境像について、平成 40（2028）年度を目標年度とする環

境目標を掲げます。 

 

 

望ましい環境像① 

地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き
継ぐまち 

 

気候変動の原因とされる地球温暖化への対応として、地域での省エネル

ギーや再生可能エネルギーへの転換、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取組が浸透する低炭素社会・循環型社会を目指します。同時に、

気候変動の深刻化に伴う地域への影響に向き合い、被害を回避・軽減して

いく“適応策”の視点を取り入れていくことで、次の世代を見据えた町民

の健康・安全、暮らしの基盤を確保していきます。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

町の事務事業に伴う温室効果ガ

ス排出量 
3,498,598kg-CO2 

2,476,000kg－CO2 

(基準年度 H27〔2015〕

年度比 31.0％削減※) 

町民１人当りのごみの排出量 950ｇ 822ｇ 

総資源化率 31.0％ 39.0％ 

※ 「瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 29 年２月）で

は、削減目標「平成 27（2015）年度比で平成 42（2030）年度までに 35％削減」

を掲げています。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

１ 基本目標と望ましい環境像               
第２次計画では、環境基本条例を踏まえて基本目標として、「自然とふれあ

い、安心して暮らせるまち みずほ」を掲げ、基本目標を具体化していくた

め、５つの望ましい環境像を設定します。 

 

＜基本目標＞ 

 

 

 

 

＜望ましい環境像＞ 

 

 

  
① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 

② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち 

③ きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち 

④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 

⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

自然とふれあい、安心して暮らせるまち みずほ 

第２章 基本目標と望ましい環境像 

２ 望ましい環境像と環境目標               
５つの望ましい環境像について、平成 40（2028）年度を目標年度とする環

境目標を掲げます。 

 

 

望ましい環境像① 

地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き
継ぐまち 

 

気候変動の原因とされる地球温暖化への対応として、地域での省エネル

ギーや再生可能エネルギーへの転換、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取組が浸透する低炭素社会・循環型社会を目指します。同時に、

気候変動の深刻化に伴う地域への影響に向き合い、被害を回避・軽減して

いく“適応策”の視点を取り入れていくことで、次の世代を見据えた町民

の健康・安全、暮らしの基盤を確保していきます。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

町の事務事業に伴う温室効果ガ

ス排出量 
3,498,598kg-CO2 

2,476,000kg－CO2 

(基準年度 H27〔2015〕

年度比 31.0％削減※) 

町民１人当りのごみの排出量 950ｇ 822ｇ 

総資源化率 31.0％ 39.0％ 

※ 「瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 29 年２月）で

は、削減目標「平成 27（2015）年度比で平成 42（2030）年度までに 35％削減」

を掲げています。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像② 

狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち 
 

狭山丘陵をはじめとした緑豊かな自然環境は、次世代や後世に継承すべ

き町民共有の財産といえます。自然の恵みを活用し、地域の活性化につな

げていく自然共生社会の実現を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

保存樹木数（累計） 33 本 40 本 

都市公園などの管理面積（累計） 180,698.02 ㎡ 209,100 ㎡ 

生垣緑化助成に基づく生垣の総

延長（累計） 
808.7ｍ 1,000ｍ 

 

 

望ましい環境像③ 

きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち 
 

日常生活や事業活動に伴って発生する環境への負荷を低減し、町民の健

康を守り、安全で安心できる生活環境を確保していきます。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

環境基準の達成（大気汚染） 環境基準値以内 環境基準値の維持 

下水道普及率 97.6％ 100.0％ 

環境基準の達成（河川水質汚濁） 
一部項目（大腸菌群数

等）で環境基準値超過 
環境基準値の達成 

  

第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像④ 

歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 
 

瑞穂町の自然的景観と歴史的景観が調和し、潤いを感じる景観を創り出

すことを目指します。また、環境美化への関心を高めるため、ボランティ

アによるごみ拾いなどの地域活動を広げ、人にやさしく、憩いのあるまち

を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 現状（H29 年度） 目標（H40 年度） 

全町一斉清掃の参加人数 5,356 人 6,000 人 

 

 

望ましい環境像⑤ 

みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

町民や事業者による自発的・積極的な環境保全行動の実践、地域の環境

づくりへの参加を支え、町民・事業者・地域・各種団体・町が連携・協働

し、地域の環境保全活動を展開する協働型社会の実現を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

ふるさと学習「みずほ学」自然

に関する学習支援 

（講師派遣実施数） 

９回 10 回 

狭山丘陵における自然体験の機

会の参加者数 

（瑞穂に棲む動植物や自然に関

する講演会・企画展の実施状況

〔実施数〕） 

８回 10 回 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像② 

狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
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環境基準値の達成 

  

第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像④ 
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アによるごみ拾いなどの地域活動を広げ、人にやさしく、憩いのあるまち

を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 現状（H29 年度） 目標（H40 年度） 

全町一斉清掃の参加人数 5,356 人 6,000 人 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

この章では、望ましい環境像を実現するために、現状・課題を整

理した上で、基本方針毎の施策の基本的方向を示しています。 

第２章 基本目標と望ましい環境像 

 

 

 

 


